
介護分野外国人就職支援事業 業務委託仕様書 

 
１ 事業の目的 

  不安定な状態にある定住外国人の就業を支援するため、介護職への就労を希望する定住外国

人を雇用し、日本語教育研修と介護職員初任者研修を受講させ、介護事業所等で活躍する人材

として必要な知識・技能を習得させる。 
さらに、介護事業所へ紹介予定派遣により職場実習を行い、事業終了後は、原則として、当

該雇用者と実習先介護事業所との間に雇用期間の定めのない雇用契約が結ばれ、当該事業所へ

の定着に繋がるよう支援する。 
 
【事業概念図】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務名 

介護分野外国人就職支援事業 
 

３ 契約期間 

  契約締結日から 2027 年２月 28 日まで 

 

４ 定義 

本事業での定住外国人とは、身分又は地位に基づき在留する外国人（就労活動に制限がない

外国人）であり、以下の者とする。 
（１）日本人の配偶者等（日系二世） 

日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者 
（２）永住者の配偶者等 

「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者、特別永住者の配偶者、「永住者」の

在留資格をもって在留する者又は特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本

愛

知

県 

新規 
雇用者 

(受講者) 

①委託契約 

②有期雇用契約 

④賃金の支払い 

③研修の受講 

⑥職場実習 

⑧有期雇用契約終了後に正規雇
用で就職 

実習先介護事業所 

⑤労働者派遣契約 

（座学） 
・日本語教育研修の実施 
・介護職員初任者研修の実施 

⑦就職支援 

受託事業者 

⑩実績報告 

※受託事業者が確保 

※介護職員初任者研修は、県から指定を受けた介護員養成事業者が介護職員初任者研修として実施。 
（受託者が介護員養成事業者である場合は、受託者で実施することも可。また、通信教育を活用した

受講も可とするが、その場合は、受講時間、受講場所を受託事業者が確保するものとする。） 

⑨就職後のフォロー 



に在留する者 
（３）特別永住者 

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第２

条に基づく法的地位を有する者 
（４）永住者 

法務大臣が永住を認める者 
（５）定住者 

日本人の子として出生した者の実子（日系三世）、「日本人の配偶者等」の在留資格もっ

て在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者（日系二世の配偶者）、日系二世で

ある「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する日本人の子として出生した者の配偶

者等（日系三世の配偶者） 
 

５ 業務内容 

（１）定住外国人の雇用 

ア 受講対象者 

受託事業者において次のいずれにも該当する者（以下「受講者」という。）を雇用する

こと。 
（ア）現在失業中の定住外国人。 
（イ）カタカナ・ひらがなでの読み書き、一定程度の日常会話が可能な日本語能力を有し

ている者。 
（ウ）介護職員初任者研修又は同等以上の資格を保有しておらず、かつ当該資格に係る研

修を受講中でない者。 
（エ）介護職として県内介護事業所等へ就職を希望する者。 

イ 雇用条件 

（ア）受講者数 
20 名 

（イ）雇用期間 

５か月間 

ウ 労働条件 

（ア）勤務日数は１月 20 日程度とすること。 

（イ）勤務時間は、原則として１日当たり６時間以上８時間以内とし、１週間当たり 40 時 

間以内とること。 

（ウ）賃金は時給制とすること。 

（エ）通勤手当を支給すること。 

（オ）社会保険及び労働保険に加入すること。 

（カ）実習期間中やむを得ず、夜間勤務等を行う場合は、適切に手当を支給すること。 

（キ）勤務時間を始めとする労働条件等については、労働基準法及びその他雇用に関する 

法令等を遵守すること。賃金は、地域の最低賃金以上とすること。 

（ク）受託事業者の就業規則に従って雇用すること。 

 

  エ 募集及び採用選考 

募集に当たっては、募集チラシの作成・配布、求人誌掲載等による公開募集とし、広く

募集を行うこと。 
応募者に対しては、事業内容、雇用条件等の詳細を周知し、その上で面談等により雇用

者を選定すること。 
なお、選定にあたっては、在留資格認定証明書による在留資格の確認、本人に履歴書を

提出させるなどにより、失業中であることの確認及び介護関連資格取得状況を確認するこ

と。 
（２）日本語教育研修 



   受講者に介護事業所等で必要とされる日本語教育研修を受講させること。 

（３）介護職員初任者研修 

受講者に介護員養成研修事業者の指定を受けた事業者が行う、介護保険法施行規則第 22 条

の 23 第１項で規定する研修課程（介護職員初任者研修課程）を受講させること。 
通信制による研修を受講させる場合には、集合研修とし、受託事業者が勤務先として指定

した場所で行うこと。また、講師を確保し、受講者に対し効果的な支援を行うこと。 
なお、研修に当たっては、受講者が定住外国人であることを配慮すること。 

（４）職場実習研修 

ア 職場実習の条件 

受託事業者は、職場実習先とする介護事業所と労働者派遣契約を締結した上で、受講者

を派遣し、職場実習※を２か月以上実施すること。（※実習先介護事業所の指揮命令の下

で就業する形態） 
本事業において、受託事業者は、受講者を実習先介護事業所に派遣することにより、実

習先介護事業所から利益を得ることはできない。 
イ 実習先 

原則、県内の介護事業所（介護福祉士国家試験受験資格の実務経験の範囲に該当する所

（介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設等））とすること。 
実習先介護事業所について、労働保険の加入など、諸法令を遵守していることを確認す

るとともに、実習後、正規雇用することに意欲的な事業所を選定すること。 
また、受託事業者は、経営を実質的に支配することが可能な介護事業所を実習先として

選定しないこと。 
なお、実習先については、受講者と実習先とのマッチングを行う前に、県と調整するこ

と。 
 

ウ 留意事項 

受講者を派遣するにあたっては、実習先介護事業所について十分説明の上、本人の希望、

適性等を勘案し、派遣期間終了後に正規雇用へ結びつくよう、適切なマッチングを行うこ

と。 
実習先介護事業所が求人数以上の受講者を受け入れることが無いよう配慮すること。 

  エ 職場実習中のフォロー 

受託事業者は、受講者に対し、最適なフォローアップ（日本語教育研修の状況把握、介

護職員初任者研修の受講状況把握、職場実習の状況把握・調整、新規雇用者からの相談等）

を実施すること。 
（５）就職支援の実施 

受託事業者は、受講者が職場実習期間終了後に正規雇用として就職できるよう個別に支援

すること。 
受託事業者は、実習先介護事業所等での正規雇用に至らなかった受講者に対して、委託期

間が終了するまでの間は継続して就職支援を行うこと。 
（６）就職後のフォローアップ 

   受講者が就職後、円滑な職場定着を図ることができるよう、就職後２か月程度は定期的に

就職先を訪問し、就職した元受講生及び受入企業双方をフォローすること。 
 
６ 事業全体の運営・管理 

（１）事業進捗管理 

受託事業者は受託後速やかに各研修の実施スケジュールを県と調整のうえ作成、提出する

こと。 

各研修の進捗状況を管理するとともに、変更が必要となる場合は、速やかに県と調整する

こと。 

（２）月例報告 

月１回程度の頻度で進捗状況を県に報告すること。 



   その他、県から求めた場合、適宜、連絡調整する機会を設けること。 

７ アンケートの実施 

受講者及び実習先介護事業所にアンケートを実施し、集計表とあわせて県に提出すること。 
 

８ 実績報告 

事業が完了した時は、速やかに事業実績報告書及び完了届を紙１部及びデータで、愛知県労

働局就業促進課に提出すること。 

紙媒体については、原則、日本産業規格Ａ４またはＡ３とし、Ａ３については三つ折りにす

ること。 

データについては、原則、Microsoft Office で作成し、CD-R 又は DVD-R で提出すること。 

 

９ 事業目標 

  受託事業者は、当事業の実施にあたり、以下目標の達成に努めること。 

（１）新規雇用者の介護事業所等での就職率 85％以上 

（２）就職者のうち正規雇用での就職者率 就職者数の 40％以上 

  ※ 未達成となった場合は、その理由等を分析すること。 

 
10 委託費 

（１）対象経費 

  ア 受講者に係る人件費 

    受講者に支給する下記の人件費について支払う。 

なお、人件費の委託金額は契約時に設定した金額を上限とする。 

（ア）賃金 

欠勤等、従事していない分については減額すること。 

実習期間中やむを得ず、夜間勤務等を行う場合は適切に手当を支給すること。 

（イ）通勤手当（受託事業者の社内規定等により支給）、税抜後の額 

（ウ）社会保険及び労働保険に係る事業主負担分 

イ 訓練実施経費 

訓練実施に必要な経費として 10（１）ア以外の経費について、訓練実施経費として支払

う。 

 なお、訓練実施経費の委託金額は契約時に設定した金額を上限とする。 

【経費の例】 

・10（１）ア以外の既存社員の人件費 

・参加者募集、実習先介護事業所の確保、各フォローアップ等に必要な旅費 

・募集チラシ印刷費、求人誌掲載費、事業説明会会場費等の参加者募集費 等 

【対象外経費の例】 

・ハード面の経費（施設等の設置又は改修に必要な経費、土地、建物等を取得するための

費用）  

・国及び地方公共団体から補助金、委託費、助成金、人件費等が支給される経費や利用者

から費用を徴収している経費 

・個人や企業の所有物となる物の購入費（作業服の支給、訓練用のパソコン購入費など） 

・生活費の補助等を目的とした個人への奨励金の支給経費 

・当事業に関係のない保険（生命保険等）が組み込まれた保険料 

・その他事業に必要でない経費 

ウ 一般管理費 

10（１）ア及び 10（１）イの合計額の 10％以内の率とし、契約時に定めた率に基づき精

算するものとする。 

（２）支払条件 

ア 受講者に係る人件費 

勤務状況に応じて支給される実費について、人件費の委託金額を上限に支払う。 



イ 訓練実施経費 

委託業務の実施に要した経費の実支出額について、訓練実施経費の委託金額を上限とし

て支払う。 

（３）留意事項 

ア 委託事業の経理処理にあたっては、委託費の対象となる経費を明確に区分して処理する

こと。 

イ 契約は、概算契約（支払い金額の上限）であり、委託料は事業終了後、実績報告及び証

拠書類に基づき精査した上で支払金額を確定する。 

ウ 人件費については、本事業に従事した者の時間単価及び従事日数等に基づき精算額を算

定する。 

エ 事業目標を達成できなかった場合であっても、それを理由に委託料の減額は行わない。

ただし、故意による場合を除く。 

オ 本事業は、国庫を活用した事業であるため、会計検査院による実地検査等の対象となっ

た場合は協力すること。また、会計検査院の実地検査等が行われるときは契約期間だけで

なく契約期間終了後も協力すること。 

カ 受託事業者は、本事業に係る経費について、他の経費と明確に区分し、帳簿を備えてそ

の収支の内容を明らかにするとともに、証拠書類を整理保管すること。なお、帳簿及び証

拠書類等は、県の求めに応じていつでも閲覧に供することができるようにするとともに、

本事業が終了した年度の翌年度から起算して５年間保管することとする。 

 

11 著作権等 

本事業の遂行により生じた著作権（著作権法第27条及び28条に定められた権利を含む）は、

すべて県に帰属するものとする。 

第三者が権利を有する著作物（写真等）を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳重な注

意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを受託事業者において行

うものとする。 

本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合

には、当該紛争等の原因が専ら県の責めに帰す場合を除き、受託事業者は自らの責任と負担に

おいて一切を行うものとする。 

 

12 機密保持等 

本事業を実施するにあたって、業務上知り得た情報は、開示、漏えい、又は本事業以外の用

途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。 

受託事業者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済

等の措置はすべて受託事業者が負担すること。 

この項目について受託事業者は、委託期間の終了後においても同様とする。 

 

13 個人情報保護 

受託事業者は、本事業の実施にあたって個人情報を取り扱う場合、個人情報に関する法令を

遵守しなければならない。 

受託事業者は、本事業の実施にあたって取り扱う個人情報については、漏洩、滅失又は毀損

防止、その他個人情報管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 

14 その他 

受託事業者は、本事業の推進にあたっては、県と連絡を密にとり、その指示に従うこと。な

お、疑義が生じた場合には、速やかに連絡し、県の指示を受けること。 

 


